
調布市議会改革検討代表者会議第１０回会議日程 

 

平成２４年 ５月１４日午後２時 

                 於   全 員 協 議 会 室 

 

１ 第９回代表者会議における合意事項【合意資料６】 

 ⑴ 災害時における議員対応について 

 ⑵ 保育・手話・要約筆記サービスについて 

 ⑶ 一問一答方式導入について 

 

２ 検討・協議事項  

⑴ 議会報告会・市民との意見交換会等について 

 

⑵ 議会運営委員会について 

 

⑶ 少数会派について 

 

⑷ 広報活動の充実について 

 

⑸ 常任委員会等の動画配信等について 

 

⑹ 資料等のデジタル化推進について 

 

⑺ 議会広報特別委員会設置について 

 

 ⑻ 本会議場における報告範囲拡大について 

 

３ その他 

 

 

 

 

 

合意資料６：第９回代表者会議合意事項 
資料２７：第１０回検討資料 



合 　意 　事　 項 第１０回代表者会議報告
（平成２４年５月１４日）

分
提
案

合意資料６

予算 主旨・目的
確認事項分野別提案事項一覧表 方向性

座　　長　　案

分
　
野

案
番
号

１．災害時における議員対応について

合意資料６

⑩
そ
の
他

125 災害時における議員対応を明確にするための申合せ事項の作成

災害時に議
会として市
災害対策本
部を支援す
る。

□早急に設置要綱を
整備していく。

■災害時に調布市議
会災害対策支援本部
を設置し、市災害対
策本部を支援する。

２ 保育 手話 要約筆記サ ビスに いて

□災害発生時に、議会が市災害対策本部
と連携し、災害対策活動を支援するた
め、議会内に調布市議会災害対策支援本
部を設置する。

合意資料６

29 事前予約による託児・手話サービスの提供 ○

様々な市民
の方にも傍
聴ができる
よう傍聴環
境環境を整

□児童及び乳幼児も本会議場傍聴席や委
員会室に入場できるように規定の整備を
図る。

□手話通訳・要約筆記は 予約制を基本

２．保育・手話・要約筆記サービスについて

□実施に伴い、課題
が生じた時は対応を
協議していく。

■様々な市民の方に
も傍聴ができるよう
傍聴環境を整備し、
開かれた議会に努め
る

合意資料６

30
保育室を設置するか、ないしは子どもが静穏を維持することを条件
に同伴傍聴を認める

31 予約制手話通訳・要約筆記・保育施設整備 ○

境環境を整
備し、開か
れた議会に
努める。

□手話通訳・要約筆記は、予約制を基本
とし、傍聴ができるよう予算化を図り実
施していく。

□実施に伴い、課題が生じた時は対応を
協議していく。

④
傍
聴
者
へ
の

る。

合意資料６

31 予約制手話通訳・要約筆記・保育施設整備 ○

38 議会日程を確定し、手話通訳の導入や保育つき傍聴を実現すること ○

の
環
境
整
備

合意資料６

39
傍聴者にとってのユニバーサルデザインを進める（本会議場等車椅
子傍聴可能・手話・要約筆記）

○

合意資料６
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合 　意 　事　 項 第１０回代表者会議報告
（平成２４年５月１４日）

予算 主旨・目的
確認事項分野別提案事項一覧表 方向性

座　　長　　案

分
　
野

提
案
番
号号

74 一般質問の一問一答制導入

３．一問一答方式導入について

□議会運営委員会に
一般質問の一問一答
方式と一括質問方式

■市政の課題に関す
る論点を市民に明ら
かにするため、一般

□一般質問は、「一括質問」と、「一問
一答方式」のいずれかを選択することと
し、早期に試行実施していく。(第７回

①質疑（質
問に対する
答弁）や論

75 一問一答形式とし、反問権を付与④
傍
聴
者

方式と 括質問方式
の試行について了承
を求めていく。

かにするため、 般
質問は「一括質疑方
式」と「一問一答方
式」のどちらかを選
択する方法により行
うものとする。

し、早期に試行実施していく。(第７回
代表者会議で合意）
□反問権については、継続協議中のため
試行中は付与しない。
□一般質問は、一括質問、一問一答質問
のいずれも議員自席から行う。
□質問通告様式に一括質問、一問一答質
問の選択欄を追加する

答弁）や論
点が明確に
なる。
②議論の活
性化が期待
される。

76 一問一答、一括質問が選択できる規定の整備（反問権も付与する）

者
へ
の
環
境
整
備

問の選択欄を追加する。
□試行導入に当たり、一問一答質問の基
本的ルールの共通認識を図る。
□一問一答質問は、再質問を含め中項目
単位ごとに行い、前の質問に戻っての質
問はしない。
□質問者のまとめは、中項目ごとに行っ

77 一問一答制の導入（段階的には再質問からでも）

備 □質問者のまとめは、中項目ごとに行っ
てから次の質問に移ることとする。ただ
し、大項目単位のくくり、あるいは質問
の最後に総括でまとめてもかまわないも
のとする。
□平成２４年第２回定例会から試行実施
していく。
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第10回代表者会議提案
（平成２４年５月１４日）

分
提
案

資料27

第 １０ 回 検 討 資 料

分
　
野

案
番
号

分野別提案事項一覧表 意見等提案会派

１．議会報告会・市民との意見交換会等について（整理表協議事項番号３）

資料27

第 １０ 回 検 討 資 料

□ 議会報告会、意見交換会、

ふれあいミーティング 地域議会報告会

16 議会報告会 公明党

17 議会報告会・意見交換会の開催 元気派

資料27

第 １０ 回 検 討 資 料

□ 議会報告会、意見交換会、

ふれあいミーティング、地域議会報告会

18 地域の中で議会報告会・意見交換会を開催する 生活者

19 委員会の出前議会 公明党③

資料27

第 １０ 回 検 討 資 料

□ 議会報告会、意見交換会、

ふれあいミーティング、地域議会報告会

明党

20 常任委員会、特別委員会の出前審議 みんな

21 議会として直接市民の声を聞く議会ふれあいミ ティングの実施 公明党

③
議
会
と
市
民
と

資料27

第 １０ 回 検 討 資 料

□ 議会報告会、意見交換会、

ふれあいミーティング、地域議会報告会

□ 委員会の出前議会

21 議会として直接市民の声を聞く議会ふれあいミーティングの実施 公明党

22
市議会（機関）として、一定エリアをカバーする地域議会報告会を開
催する

共産党

と
の
関
係

資料27

第 １０ 回 検 討 資 料

□ 議会報告会、意見交換会、

ふれあいミーティング、地域議会報告会

□ 委員会の出前議会

23 土・日・夜間市議会の開催 共産党

24 土日・夜間議会の開催 元気派

資料27

第 １０ 回 検 討 資 料

□ 議会報告会、意見交換会、

ふれあいミーティング、地域議会報告会

□ 委員会の出前議会

□ 土・日・夜間議会の開催

25 夜間・土日議会を開催する 生活者

資料27

第 １０ 回 検 討 資 料

□ 議会報告会、意見交換会、

ふれあいミーティング、地域議会報告会

□ 委員会の出前議会

□ 土・日・夜間議会の開催
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第10回代表者会議提案
（平成２４年５月１４日）

分
　
野

提
案
番
号

分野別提案事項一覧表 意見等提案会派

第 １０ 回 検 討 資 料第 １０ 回 検 討 資 料

93 議案についての討論申し出があった場合は原則認める 共産党

２．議会運営委員会について（整理表協議事項番号１８）

⑧
議
会

□ 議案について討論申出があった場合は

原則認める

95 緊急質問の許可基準に客観的基準を設ける 創政会

会
の
機
能
強
化
へ

原則認める

□ 緊急質問の許可基準に客観的基準を設ける

□ 法令の定めに準拠し、議会運営全般を

所管事項とする
96

議会運営委員会は、法令の定めに準拠し、運営についても議会運営全
般（先例・申合せ含む）所管事項とする

民主・社

３．少数会派ついて（整理表協議事項番号２）

へ
向
け
て

□ 法令の定めに準拠し、議会運営全般を

所管事項とする

9 交渉団体（会派）は２名以上とする 創政会

10 代表質問・幹事長会議・議会運営委員会は交渉団体が参加資格の要件 創政会

□ 交渉団体（会派）は２名以上とする

□ 代表質問・幹事長会議・議運は

11 １議案に対する会派意見は１とする 創政会

12 議会制民主主義・公平性の立場から少数会派の意見尊重 共産党

②
会
派
に

□ 代表質問・幹事長会議・議運は

交渉団体が参加資格要件

□ 幹事長会議における呼称

「オブザーバー」をやめ、「幹事長」とする12 議会制民主主義・公平性の立場から少数会派の意見尊重 共産党

13
多様な市民意見を反映する観点からも議員間の公平性等に配慮し少数
会派の意見尊重する

元気派

に
つ
い
て

「オブザーバー」をやめ、「幹事長」とする

□ １議案に対する会派意見は１つとする

□ 少数会派の意見尊重
14 議会制民主主義にのっとり、少数会派の意見を尊重する 生活者

15
幹事長会議における呼称「オブザーバー」をやめ、複数会派同様「幹
事長」とする

共産党

□ 少数会派の意見尊重
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第10回代表者会議提案
（平成２４年５月１４日）

分
　
野

提
案
番
号

分野別提案事項一覧表 意見等提案会派

第 １０ 回 検 討 資 料第 １０ 回 検 討 資 料

46 議会独自のホームページを開設する 創政会

４．広報活動の充実について（整理表協議事項番号７）

□ 議会独自ホームページ開設・充実し、

48 行政視察・研修視察報告書のホームページ掲載 創政会

49 市政調査費使用状況のホームページ掲載 創政会

⑥
広
報
・

□ 議会独自ホ ムペ ジ開設 充実し、

傍聴・子どもにもわかりやすい案内

□ 視察・研修報告書・市政調査費使用状況・

議案をホームページ掲載

50
議会スケジュールと同時に議案も事前に開示→会期日程をホームペー
ジ掲載・傍聴者配付

みんな

51
ホームページを充実し、傍聴や請願・陳情方法等わかりやすい案内、
子どもにもわかる内容に

元気派

・
公
聴
機
能
の
充

□ 市議会だよりの充実

52
市議会だよりの充実（市報とセット,ポスティング、新たなメディア
の活用促進）

みんな

59
議員紹介には各自保有メディアを必掲（サイトURL、twitterアカウ
ント、FBページなど）

みんな

充
実

□ 議員紹介には各自保有メディアを必掲

ント、FB ジなど）
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第10回代表者会議提案
（平成２４年５月１４日）

分
　
野

提
案
番
号

分野別提案事項一覧表 意見等提案会派

第 １０ 回 検 討 資 料第 １０ 回 検 討 資 料

57
常任委員会等の中継動画配信サービスを利用した常任委員会中継の試
行。将来的には中継実施。

創政会

５．常任委員会等の動画配信等について（整理表協議事項番号８）

行。将来的には中継実施。

58
常任委員会も本会議と同様な手法（インターネット中継）に準じて市
民に公開する

共産党

⑥
広

□ 動画配信中継試行・実施、インターネット、

ユーストリウム、録画中継
60

議会中継手法の見直し、委員会の中継（インターフェース見直し・
u-streamライブ等）

みんな

61 各委員会の録画中継を実施すること 元気派

報
・
公
聴
機
能

□ 動画配信中継試行・実施、インターネット、

ユーストリウム、録画中継

61 各委員会の録画中継を実施すること 元気派

62 委員会のインターネット中継を行う 生活者

能
の
充
実

□ 本会議ネット中継を市内公共施設で
63 本会議ネット中継を市内公共施設で放映 創政会

□ 本会議ネット中継を市内公共施設で
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第10回代表者会議提案
（平成２４年５月１４日）

分
　
野

提
案
番
号

分野別提案事項一覧表 意見等提案会派

第 １０ 回 検 討 資 料第 １０ 回 検 討 資 料

64 議案等資料デジタルデータ化の推進 創政会

６．資料等のデジタル化推進について（整理表協議事項番号９）

⑥
広
報

65
議員配付資料の簡素化・電子データ化（市議会議録配付は会派1冊＋
希望者に変更）

民主・社

報
・
公
聴
機
能
の

□ 議案等資料、議員配布資料、

傍聴者配付資料、ペーパレス化等

66
事務局・議会間の事務連絡、理事者側からの資料のペーパレス化・電
子化を早急に

みんな

の
充
実

７．議会広報特別委員会設置について（整理表協議事項番号６）

⑥ 45 議会広報特別委員会を設置し、情報公開のあり方を検討し実行する 生活者 □ 情報公開のあり方検討

81 諸報告（特別委員会・組合議会等）の口頭報告 創政会

⑦
議
会

８．本会議場における報告範囲拡大について（整理表協議事項番号１２）

□ 特別委員会・組合議会の口頭報告政会

82 広域連合・一部事務組合などの議会報告を行う 生活者

会
と
市
長
・
執
行
部

□ 特別委員会 組合議会の口頭報告

□ 広域連合・一部事務組合の議会報告

□ 市外郭団体（２６団体）の議会報告、

説明書類の充実83
市外郭団体（監理10、関与2、その他関与14合計26団体）の議会
報告拡大と議案関連説明書類の充実

創政会

部
と
の
関
係

□ 市外郭団体（２６団体）の議会報告、

説明書類の充実
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